
 
資料４  

 
「兵庫県健康づくり推進実施計画」の改定について 

検討のポイント 

 

【本協議会の目的】 

地域と職域における保健事業においては、根拠法令が「健康増進法」、「労働

安全衛生法」、「健康保険法」で各々、目的、対象、実施主体、事業内容がそれ

ぞれ異なります。 

本協議会では、下記の４つの機関の共通項となる健康課題を抽出し、共通の健

康課題に対する地域・職域連携のメリットを活かした総合的推進方策を検討し、

地域・職域間で連携した取組を進めることを目的としています。 

 

＜各関係機関の健康課題イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【改訂について】 

１．健康づくり推進実施計画の構成（案） 

別添１のとおり、実施計画については、健康づくり推進条例の規定に沿って、 

策定した「健康づくり推進プラン（第2次）」にあわせたものとします。 

２. 次期健康づくり推進実施計画目標項目（案） 

別添２のとおり、現行の実施計画の目標項目の進捗状況等を踏まえ、各分野

における現状・課題・施策の取組方針を取りまとめた上で、次期実施計画にお

いて設定する目標項目（案）を記載しています。(特に太枠内の働き盛り世代

の健康づくりに関連する内容についてご確認ください。) 

なお、現行の実施計画の目標項目の進捗状況は、別添３のとおりです。 

【ご意見をいただきたいポイント】 

 

各関係団体より、上記の本協議会の目的も踏まえた上で、下記２点について、 

ご意見を賜りたいと思います。 

１「働き盛り世代の健康課題について」 

２「働き盛り世代の健康づくりに関する評価指標について」 

 

＜本協議会の役割＞ 
①共通項となる健康課題の抽出 
②地域・職域連携のメリットを活か

した総合的推進方策の検討 
③地域・職域連携事業の取組推進 

・健康寿命の延伸 
・健康格差の縮小 
★健康増進計画の推進等 
 

特定健診・保健指導の実施率向上 
被扶養者対策 
データヘルス計画の推進等 

メンタルヘルス 
治療と職業生活の両立支援 
喫煙対策等 

小規模事業所の健康管理の強化 
メンタルヘルス 
高齢労働者の健康確保、事故防止等 


